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4　具体的対応スケジュール
・売却対象部分の地積測量、登記は確定済。
・土地鑑定等を実施し、公売手続きを進める。

5　資産利活用に関する経費等見込
み

土地鑑定料（44千円）

6　その他利活用に関し必要な事項
公売まで、現所管課で適正な維持管理を行う。
（公売手続き等は資産経営課が事務処理を行う。）

1　資産利活用の方向性 財産処分（売却）

2　当該方向性の理由 住宅地に立地し、売却に適した財産であるため。

3　資産活用の具体的手法 一般競争入札

延床面積　総計（㎡） 0

利活用方針

令和４年度に沿道整備街路事業が終了し、区画整理用の代替地として保有する必要がなくなったため。

該当財産名称 主構造 階層 建築年度 耐用年数 耐震 延床面積（㎡）

利用目的

区画整理用代替地

財産の現状

敷地内に東京電力本柱1本、支柱2本

財産経過等

所在地 日光市中央町36番9 根拠法令

土地情報

敷地面積（㎡） 266.17㎡ 所有 市有地 その他

個別資産利活用方針 № 2023-1

財産名称 都市計画事業用地 担当課 都市計画課 普通財産

写真位置


